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介護予防訪問看護サービス重要事項説明書 
（ 年   月   日現在）

当事業所は利用者ご本人に対して介護予防訪問看護サービスを提供します。事業所の概況や提供されるサービス

の内容、契約上ご注意をいただきたいことを次の通り説明します。 

 

１． 事業者の概要 

事 業 者 名 称 ハピネスケア株式会社 

事業者所在地・電話番号 埼玉県さいたま市見沼区南中野57 番地 電話番号０４８－６８５－５１６３ 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 中村 真悟 

設 立 年 月 日 昭和６１年２月８日 

事 業 所 数 介護予防訪問入浴介護事業所 ３ヶ所 第１号訪問事業所（現行相当・緩和） ２ヶ所 

介護予防通所事業所                １ヶ所 介護予防福祉用具貸与事業所 ２ヶ所 

介護予防訪問看護事業所 １ヶ所 介護予防居宅介護支援事業所 ３ヶ所 

２． 事業所の概要 

事 業 所 の 種 類 指定介護予防訪問看護事業所 

介護保険事業所番号 １１６６５９０１２９ 

事 業 所 の 目 的 ハピネスケア株式会社 みぬま訪問看護ステーションが行う、介護予防訪問看護事業

の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、居宅におい

て看護の提供に当たるサービス従事者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な 

訪問看護サービスを提供することを目的とする。 

事 業 所 の管 理 者 程 塚 洋 子 

事 業 所 の 名 称 ハピネスケア株式会社 みぬま訪問看護ステーション 

事業所所在地・電話番号 埼玉県さいたま市見沼区中川９０７番地 電話０４８－６８２－２２８０ 

当事業所の運営方針 １ ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常

生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続で

きるように支援する。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保険・医療福祉サービスや地域

包括支援センターとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとす 

る。 

通 常 の実 施 地 域 さいたま市 （通常の実施地域以外の方でもご希望の方は、ご相談ください。） 

 

３． 当事業所の営業日及び営業時間等 

営 
 

業 
 

日 月～金 （土曜日・日曜日・祝日及び１２月３０日～１月３日を除く） 

営 業 
 

時 間 月～金 ８：３０～１７：３０ 

受 付 
 

時 間 月～金 ８：３０～１７：３０ 
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４．職員の配置 

当事業所では、利用者ご本人に対して介護予防訪問看護サービスを提供する職種として、以下の職員を配置して

います。 

従業者の職種 常勤 常勤兼務 非常勤 非常勤兼務 合計 

管 理 者 名 名 名 名 名 

看 護 師 名 名 名 名 名 

理 学 療 法 士 名 名 名 名 名 

事 務 員 名 名 名 名 名 

 

５．サービス内容（介護保険の給付の対象となるサービス） 

1 病状・障害の観察 2 清拭・洗髪等による清潔の保持 

3 食事及び排泄等の日常生活の世話 4 褥瘡の予防・処置 

5 リハビリテーション 6 ターミナルケア 

7 認知症患者の看護 8 療養生活や介護方法の指導 

9 カテーテル等の管理 10 その他医師の指示による医療処置 

 

６．各種加算 

① 初回加算 （Ⅰ）３５０単位 

（Ⅱ）３００単位 

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問看護を行った日の属する

月に指定訪問看護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

② 退院時共同指導加算 ６００単位 

病院、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院中の者が退院又は退所するに当たり、指定

訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く）が、退院時共同指導を行った後に、当該者の退院又は退

所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に退院時共同指導加算として、当該退院又は退所 

につき１回（※特別な管理を必要とする利用者については２回）に限り、所定単位数を加算する。 

③ 看護体制強化加算 １００単位 

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療

ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合に加算する。 

⑤ サービス提供強化加算（Ⅰ） ６単位 

定期的な研修計画並びに研修を実施しており、かつ、７年以上の勤続年数のある者が３０％以上配置されてい

る状況により加算が可能となる。 

⑥ 複数名訪問加算（Ⅰ） ２５４単位（３０分未満） ４０２単位（３０分以上） 

複数の看護師が同時に１人の利用者に対し訪問看護を行った場合の評価について加算する。

複数名訪問加算（Ⅱ） ２０１単位（３０分未満） ３１７単位（３０分以上） 

看護師が看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又は家族等の同意を得ている場合であ

って、次のいずれかに該当するとき 

イ 利用者の身体的理由により一人の看護師による指定訪問看護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損等が認められる場合 

ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合 

⑦ 特別管理加算（Ⅰ） ５００単位 

イ 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科

診療報酬点数表」という。）に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けて

いる状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。 

特別管理加算（Ⅱ） ２５０単位 

ロ 医療診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、 



2024.6.1-改定  

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸

療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。 

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

二 真皮を超える褥瘡の状態 

ホ 点滴注射を週３回以上行う必要があると認められる状態 

⑧ 長時間訪問看護加算 ３００単位 

特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０分を越える訪問看護を行った場合、訪問看護のサー

ビス費（１時間以上１時間３０分未満）に加算。 

⑨ 緊急時訪問看護加算（Ⅰ）６００単位 

（Ⅱ）５７４単位 

特別管理加算を算定する状態の者等が夜間帯に計画外の訪問を行った場合に、早朝･夜間・深夜加算を月内の 

２回目以降の訪問から加算。 

⑩ ターミナルケア加算（死亡月） ２,５００単位 

イ 死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（死亡日及び死亡日前１４日以内に当該利用者（別に厚生労働大臣 

が定める状態にあるものに限る。）に対して訪問看護を行っている場合にあっては１日）以上ターミナルケア

を行った場合。（ターミナルケアを行った後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。） 

ロ ターミナルケアの実施にあたっては居宅介護支援事業者等と十分な連携を図り「人生の最終段階における

医療の決定プロセスにおけるガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し合いを行い、利用者本人の

意思決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携の上、対応するものとします。 

７．介護保険給付の対象となるサービスの利用料金（1 回当たり）（料金表参照） 

○ 当事業所が提供するサービスの利用料金は、負担割合証に記載の割合に応じた額が介護保険から給付さ

れます。 

○ 介護予防訪問看護サービスは、サービス種別と時間に応じて利用料金が異なります。 

○ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

○ 利用者ご本人に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅介護予防サービス計

画（ケアプラン）に基づき、それを踏まえた介護予防訪問看護計画に定められます。 

○ 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。 

○ 利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、介護予防訪問看護計画に基づき決定されたサービス

内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。 

○ 平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割

増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象と

なります。 

◼ 夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％増 ・ 早朝（午前６時から午前８時まで）：２５％増 

◼ 深夜（午後１０時から午前６時まで）：５０％増 

 

※ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合がありま

す。その場合は、一旦利用料金を実費にていただきますと、サービス提供証明書と領収書を発行いたします。

サービス提供証明書を後日、市区町村の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることが

できます。 

８．給付の対象とならないサービス 

① 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご利用

者の負担となります。 

② 通常の事業実施区域（さいたま市）以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合

は、区域外から当事業所との間の交通費をご負担していただきます。（料金表参照） 

 

９．利用料金のお支払方法 
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① １か月ごとに計算し、月末締めで精算し翌月にご請求書を発行いたします。お支払方法は、口座振替となり

ます。 

② 契約時、事前に所定の用紙をお渡ししますので申し込んでいただきます。ご利用者又はご家族の希望する 

所定の金融機関より原則として毎月２８日に自動引落しとなります。 

尚、お手続きが済むまではゆうちょ銀行よりお振込みをしていただきます。 

③ ご入金が確認されますと領収証を発行します。 

 

１０．サービスの中止 

利用予定日の前に、利用者ご本人の都合により、サービスの利用を中止される場合、利用予定日の前日まで

に事業所に申し出てください。予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、

取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、利用者ご本人の体調不良等正当な事由が

ある場合は、この限りではありません。 
 

① ご利用日前日17:30 までにご連絡いただいた場合 無 料 

② ご利用日当日 8:30 までにご連絡いただいた場合 1 日の利用料の １０％ 

③ ご利用日当日 8:30 までにご連絡がなかった場合 1 日の利用料の ２０％ 

 

１１．介護予防訪問看護サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービスの利用開始 

先ずは、お電話等でご相談してください。当社職員がお伺いいたします。介護予防訪問看護計画作成と同時に

契約を結び、サービスの提供を開始します。 

※ 居宅介護予防サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員や地域包括支援センタ

ーと御相談ください。 

（２）サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出く

ださい。 

② 当社の都合でサービスを終了する場合や以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了い

たします。 

• ご利用者が介護保健施設等に入所した場合 

• 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、要介護及び非該当（自立）と判定さ

れた場合 ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

• ご利用者がお亡くなりになった場合 

③ その他 

当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や御家族などに対して社

会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当社が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって

即座にサービスを終了することができます。 

利用者が、サービス利用料金の支払が３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず１ヶ月以

内に支払わない場合、又は利用者やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難い

ほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、サービスを終了させていただく場合がございま

す。 

 

１２．サービスご利用のために 

事 項 有無 備 考 

看護サービスマニュアル ○ さまざまな障害や症状の方、いろいろな看護環境に対応いたします 
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専門職員への研修の実施 ○ 年１回全体研修会、月１回部別ミーティングその他、随時看護協会研修 

 

１３． 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 成年後見制度の利用を支援します。 

（2） 苦情解決体制を整備しています。 

（3） 従業者に対して、虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（4） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待

を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１４．緊急時の対応方法 

事業者は、サービスの提供中に利用者の容態に急変が生じた場合、その他必要があった場合は、臨時応急の

手当てを行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じます。また、家

族や家族の代表、管理者等へ連絡をいたします。 

 

１５．事故発生時の対応 

事業者は、サービス提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族や家族の代表、地域包括支援

センターや担当の居宅支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、サービス提供により、賠

償すべき事故が発生した場合は、契約書に基づき対応いたします。 

 

１６．非常災害発生時の対応 

大規模災害が発生した時、もしくは発生が予想される時点に対処するため、別に「ハピネスケア株式会社 災害

時 防災マニュアル」を定め、あらゆる災害に対し備えるものとします。 

 

１７．サービス内容に関する相談・苦情のお取り扱い 

（１） 当事業所におけるご相談・苦情受け付け窓口 

当社の訪問看護サービスに関するご相談・苦情および居宅介護予防サービス計画にもとづいて提供しています。

各サービスについてのご相談・苦情を承ります。また、個人情報の取り扱いについても苦情・相談を承ります。 

 

○ 受付相談 担当 : 管理責任者 程 塚 洋 子 （不在時は、職員及び事務職員） 

 

○ 受付時間 月～金 （土曜日・日曜日・祝日及び１２月３０日～１月３日を除く） 

 

８：３０～１７：３０まで 電 話 番 号 ０４８－６８２－２２８０ 

 

（２） 行政機関その他苦情受付機関 

当事業所以外に、市区町村の相談・苦情窓口、埼玉県国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることができます。

市区町村名：  担当： 電話  

埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 （苦情・相談受付） 電話 ０４８－８２４－２５６８(直) 
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年 月 日現在 

 

介護予防訪問看護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な項目を説

明しました。 

 

（事業所） ハピネスケア株式会社 みぬま訪問看護ステーション 説明者  

 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業所から介護予防訪問看護サービスについての重要事項の説明を受けサ

ービス提供開始について同意しました。 

年 月 日 

 

（利用者） 住 所  氏名  

 

（代理人） 住 所  氏名  


